
は
じ
め
に

刀
剣
の
研
究
に
は
、
様
々
な
立
場
や
方
法
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
主
軸
と
な
る

の
は
、
刀
剣
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
美
術
工
芸
史
で
、
源
流
は
中
世
以
来
の

（
�
）

刀
剣
鑑
賞
に
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
刀
剣
書
を
対
象
と
す
る
研
究
の
蓄
積
も
あ

っ
て
、
美
術
工
芸
史
の
立
場
と
国
文
学
の
立
場
の
両
面
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た

が
、
よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ

（
�
）

れ
は
じ
め
て
い
る
。

数
あ
る
刀
剣
の
な
か
で
も
、
将
軍
徳
川
吉
宗
の
時
期
に
成
立
し
た
「
享
保
名

物
帳
」
に
収
録
さ
れ
る
逸
品
は
、
名
物
刀
剣
と
呼
ば
れ
、
研
究
史
上
と
く
に
注

目
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
最
近
で
は
、
東
京
国
立
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
刀
剣

が
、
行
方
の
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
名
物
「
岡
山
藤
四
郎
」
と
一
致
す
る
こ

（
�
）

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
同
様
に
、
京
都
国
立
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
刀
剣

（
�
）

も
、
名
物
「
島
津
正
宗
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
う
し
た
刀
剣
の
伝
来

に
関
す
る
研
究
も
、
美
術
工
芸
史
の
立
場
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状

で
、
刀
剣
に
対
す
る
文
献
史
学
の
関
心
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
低
調
で
あ
っ

た
。と

は
い
え
、
刀
剣
の
伝
来
を
分
析
す
る
場
合
、
主
た
る
素
材
は
文
献
史
料
と

な
る
う
え
、
そ
の
多
く
は
由
緒
書
の
類
で
あ
る
。
近
年
は
、「
享
保
名
物
帳
」

に
着
目
し
た
徳
川
吉
宗
に
よ
る
刀
剣
改
革
の
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

（
�
）

こ
に
記
さ
れ
る
由
緒
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
分
析
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。

「
享
保
名
物
帳
」
に
記
さ
れ
る
刀
剣
の
伝
来
に
ま
つ
わ
る
由
緒
は
、
そ
の
ま
ま

鵜
呑
み
に
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
こ
う
し
た
現
状
は
文
献
史
学
が
刀
剣
に
対

し
て
一
定
の
距
離
を
置
い
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
も
、
近
年
の
刀
剣
ブ
ー
ム
に
伴
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
由
緒
が
広
く
一

般
に
も
知
れ
渡
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
刀
剣
の
由
緒
を
真
正
面
か

ら
検
討
す
る
意
義
は
以
前
に
も
増
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
課
題
意
識
か
ら
、「
享
保
名
物
帳
」
に
記
さ
れ
た
由
緒
の
疑

問
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
現
状
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
が
本
稿
の
主
目
的
と

名
物
刀
剣
「
義
元
（
宗
三
）
左
文
字
」
の
虚
実

馬

部
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な
る
。
た
だ
し
、
本
稿
の
焦
点
は
、
そ
こ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
筆
者
は
以
前
、
中
世
城
郭
の
縄
張
図
と
近
世
に
広
ま
っ
た
そ
の
城
郭
の
由

緒
を
比
較
し
、
両
者
が
乖
離
し
て
い
く
過
程
か
ら
、
近
世
に
そ
の
城
郭
周
辺
で

（
�
）

起
こ
っ
て
い
た
出
来
事
を
復
元
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
中
世
段
階

の
利
用
状
況
を
示
す
城
郭
と
い
う
モ
ノ
史
料
に
、
近
世
に
創
作
さ
れ
た
由
緒
を

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
コ
ト
史
料
と
し
て
の
新
た
な
活
用
を
図
っ
た
の
で
あ

る
。
同
様
に
、
実
際
の
伝
来
過
程
と
由
緒
に
齟
齬
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
近
世
の

人
々
が
名
物
刀
剣
に
期
待
し
た
こ
と
に
も
迫
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者

は
刀
剣
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
る
た
め
、
こ
の
点
は
見
通
し
に
留

ま
る
が
、
モ
ノ
史
料
と
し
て
の
刀
剣
の
由
緒
に
着
目
す
る
理
由
は
こ
こ
に
も
あ

る
。な

お
、
本
稿
で
は
、
義
元
左
文
字
と
い
う
名
物
刀
剣
を
対
象
と
す
る
。
こ
れ

を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
と
い
う
歴
代
の

天
下
人
が
所
有
し
た
と
い
う
特
徴
的
な
由
緒
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
。
所
持
す
る

者
に
天
下
人
と
し
て
の
正
当
性
が
伴
う
と
い
う
意
味
で
は
、
由
緒
を
検
討
す
る

う
え
で
こ
れ
以
上
に
な
い
素
材
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
特
徴
的
な
伝
来
過

程
も
あ
っ
て
知
名
度
も
高
く
、
す
で
に
様
々
な
活
用
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

（
�
）
ら
、
検
討
の
必
要
性
が
高
い
刀
剣
で
も
あ
る
。

一

伝
来
過
程
の
通
説

義
元
左
文
字
に
つ
い
て
、「
享
保
名
物
帳
」
は
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

（
�
）

【
史
料
１
】

御
物義

元
三
好
左
文
字

宗
三

磨
上

長
さ
弐
尺
弐
寸
壱
分
半

無
代

三
好
宗
三
所
持
、
武
田
信
虎
へ
遣
、
義
元
へ
伝
、
信
長
公
之
御
手
に
入
、

彫
付
表
中
心
樋
の
内
に
永
禄
三
年
五
月
十
九
日
、
平
義
元
討
取
之
刻
彼
所

持
之
刀
、
裏
平
に
織
田
尾
張
守
信
長
と
有
之
、
信
長
公
御
所
持
之
時
失

る
、
後
に
秀
頼
公
の
御
物
に
成
り
、
家
康
公
へ
被
進
、
表
裏
樋
有
之
、

宗
三
左
文
字
や
三
好
左
文
字
の
別
称
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
刀
剣
は
入
道
し

て
宗
三
と
号
し
た
三
好
政
長
が
も
と
も
と
所
持
し
て
い
た
。
宗
三
左
文
字
は
、

か
つ
て
は
ソ
ウ
サ
ン
サ
モ
ン
ジ
（
サ
モ
ジ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
ソ

（
�
）

ウ
ザ
サ
モ
ン
ジ
と
呼
ば
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
同
時
代
史
料
で
政
長
は
、「
宗
山
」

（

）

あ
る
い
は
「
ソ
ウ
サ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
年
に
な
っ
て
誤
っ

た
呼
称
が
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
文
献
史
学
と
刀
剣
研
究

の
隔
た
り
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

右
の
刀
剣
は
、
政
長
か
ら
武
田
信
虎
に
贈
ら
れ
、
の
ち
に
今
川
義
元
に
伝
わ

っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
の
桶
狭
間
の
合
戦
に
際
し

な
か
ご

て
織
田
信
長
の
所
有
と
な
り
、
茎
の
部
分
に
次
の
よ
う
な
銘
の
金
象
嵌
が
施
さ

れ
た
。
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（

）

【
史
料
２
】

永
禄
三
年
五
月
十
九
日

義
元
討
捕
刻
彼
所
持
刀

織
田
尾
張
守
信
長

そ
れ
と
と
も
に
、
も
と
の
二
尺
六
寸
か
ら
、【
史
料
１
】
に
記
さ
れ
る
長
さ

（

）

に
磨
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
か
く
し
て
宗
三
左
文
字
に
は
、
義
元
左
文
字
の
称

号
も
付
加
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
信
長
が
本
能
寺
の
変
で
没
す
る
と
所
在
不

明
と
な
る
も
、
や
が
て
豊
臣
秀
頼
の
所
持
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
家
康
に
贈
ら

れ
て
徳
川
家
の
所
有
に
帰
し
た
ら
し
い
。
右
の
伝
来
過
程
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ

（

）

て
い
る
が
、
信
長
没
後
に
失
わ
れ
た
も
の
が
、
な
ぜ
だ
か
再
び
現
れ
て
秀
頼
の

所
有
に
帰
し
て
い
る
事
情
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
不
審
な
点
も
残
る
。

義
元
左
文
字
は
、
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
、
昭
和

二
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
施
行
さ
れ
た
文
化
財
保
護
法
の
も
と
で
は
、
国
の
重

要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
文
化
庁
の
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で

は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（

）

【
史
料
３
】

（
衍
）

本
刀
は
宗
三
左
文
字
、
三
好
三
左
文
字
、
ま
た
は
義
元
左
文
字
の
名
を
も

（
政
）

っ
て
古
来
伝
え
ら
れ
た
名
物
で
あ
る
。
そ
の
名
の
通
り
、
初
め
三
好
正
長

の
愛
刀
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
武
田
信
虎
、
今
川
義
元
に
伝
わ
り
、
義
元

戦
死
の
際
に
織
田
信
長
が
こ
れ
を
収
め
て
、
そ
の
身
を
磨
り
上
げ
る
と
共

に
、
茎
表
裏
に
金
象
嵌
銘
を
入
れ
た
。
後
、
松
尾
社
の
神
官
に
渡
り
、
秀

（
建
勲
神
社
）

吉
に
献
上
、
秀
頼
の
時
に
家
康
に
贈
ら
れ
た
重
宝
と
な
っ
た
。
本
社
造
営

の
際
、
徳
川
家
達
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
義
元
左
文
字
は
、
明
治
時
代
に
徳
川
家
か
ら
信
長
ゆ
か
り
の
建

勲
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。「
享
保
名
物
帳
」
で
は
信
長
没

後
の
伝
来
に
不
審
な
点
が
み
ら
れ
た
が
、【
史
料
３
】
で
は
新
た
に
松
尾
社
の

神
官
が
登
場
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
由
緒
の
欠
を
補
お

う
と
す
る
動
き
が
の
ち
に
出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伝
来
過
程
の
一
つ
一
つ

を
丁
寧
に
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
章
で
は
、
１
三
好
家
↓
武
田
家
、
２
武
田
家
↓
今
川
家
、
３
今
川

家
↓
織
田
家
、
４
織
田
家
↓
豊
臣
家
、
５
豊
臣
家
↓
徳
川
家
の
五
段
階
に
整
理

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
来
過
程
に
不
審
な
点
が
な
い
か
、
よ
り
詳
細
に
み
て
い

く
こ
と
と
し
た
い
。

二

伝
来
過
程
の
整
理
と
矛
盾
点

１

三
好
家
↓
武
田
家

三
好
政
長
か
ら
武
田
信
虎
へ
は
、「
享
保
名
物
帳
」
に
「
遣
」
と
み
え
る
よ

う
に
贈
答
に
よ
っ
て
渡
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
き
注
意
し
て
お
く
べ
き

は
、
屋
形
号
を
持
つ
甲
斐
守
護
の
武
田
信
虎
と
同
じ
階
層
に
あ
た
る
の
は
政
長

の
主
人
で
、
摂
津
・
丹
波
守
護
の
細
川
晴
元
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
晴
元
の
妻

と
信
虎
の
息
子
に
あ
た
る
晴
信
の
妻
は
、
と
も
に
三
条
公
頼
の
娘
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
細
川
家
と
武
田
家
の
間
で
の
や
り
と
り
に
伴
い
、
重
臣
の
政
長

か
ら
も
進
物
が
贈
ら
れ
る
こ
と
は
十
分
に
想
定
し
う
る
が
、
そ
の
場
合
、
政
長

９ 名物刀剣「義元（宗三）左文字」の虚実



が
主
人
の
晴
元
よ
り
上
級
の
品
物
を
贈
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
よ
っ
て
、
の

ち
に
名
物
と
な
る
よ
う
な
刀
剣
を
政
長
か
ら
信
虎
へ
贈
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

晴
元
を
戴
く
こ
と
な
く
政
長
が
単
独
で
贈
っ
た
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
。

た
だ
し
、
政
長
が
そ
の
よ
う
な
新
規
の
交
渉
ル
ー
ト
を
開
拓
す
る
必
然
性
は

あ
ま
り
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
将
来
を
見
越
し
て
、
東
国
筋
と
の
交
渉
ル
ー
ト
を

開
拓
し
た
と
い
う
見
方
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
と
別

の
矛
盾
が
新
た
に
生
じ
て
く
る
。
政
長
は
、
天
文
一
一
年
（
一
五
四
二
）
四
月

（

）

頃
に
入
道
し
て
、
は
じ
め
て
宗
三
を
名
乗
っ
て
い
る
。
宗
三
左
文
字
の
呼
称
で

定
着
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
こ
の
刀
剣
は
そ
れ
以
後
に
信
虎
の
手
に
渡
っ
た
と

み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
信
虎
は

天
文
一
〇
年
に
息
子
の
晴
信
に
甲
斐
を
追
放
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
段

階
の
信
虎
に
対
し
贈
答
関
係
を
築
い
て
も
、
東
国
筋
へ
の
有
効
な
交
渉
ル
ー
ト

を
開
拓
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
以
前
の
政
長
は
、「
晴
元

御
前
衆
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
に
あ
り
、
独
自
に
外
交
を
し
て
い
た
形
跡
は
見
受

（

）

け
ら
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
右
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
天
野
忠
幸
氏
は
天
文
一

二
年
に
信
虎
が
京
都
・
奈
良
・
高
野
山
な
ど
を
巡
っ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
の
と

き
に
本
願
寺
証
如
が
信
虎
と
音
信
を
交
わ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
長
も
こ
こ

（

）

で
宗
三
左
文
字
を
贈
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
た
し
か
に
証
如
の
日
記
に
よ
る

と
、
六
月
二
七
日
に
「
甲
斐
国
武
田
入
道
信虎
京
都
南
方
所
々
歴
覧
之
間
、
以
一

札
令
音
信
、
為
使
森
長
門
彼
内
者
親
類

有
之
由
候
間
遣
之
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
京
都
南
方
を

（

）

見
物
す
る
た
め
に
畿
内
を
訪
れ
た
信
虎
に
使
者
を
送
っ
て
い
る
。

証
如
が
贈
っ
た
音
信
の
記
録
に
は
、「
甲
斐
国
武
田
入
道
信
虎
堺
等
方

之
巡
覧
之
間
へ
為
音
信

以
一
札
太
刀
一
貫
三
種
五
荷
遣
之
、
使
長
門
也
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
信
虎
は

（

）

ま
ず
堺
を
訪
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
も
と
に
実
際
に
太
刀
を
贈
っ
て
い
る
。
す
る

と
、
七
月
三
日
に
は
そ
の
返
礼
と
し
て
、
信
虎
の
配
下
で
あ
る
立
神
氏
が
太
刀

（

）

を
持
参
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
追
放
の
身
と
は
い
え
、
信
虎
が
太
刀
の
贈
答
を
す

る
準
備
を
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
堺
を
発
っ
た
信
虎
は
高

（

）

野
山
へ
向
か
っ
た
。
そ
し
て
、
八
月
六
日
ま
で
に
は
奈
良
へ
入
り
、
同
日
「
巳

刻
甲
斐
武
田
殿
春
日
へ
御
社
参
、
人
数
六
人
計
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
春
日
社

（

）

に
社
参
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
か
ら
、
信
虎
は
わ
ず
か
な
供
し
か
連
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
い
く
つ
か
の
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
証

（

）

如
の
場
合
は
、
信
虎
が
甲
斐
を
追
放
さ
れ
る
前
か
ら
贈
答
関
係
に
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
か
か
る
関
係
に
あ
る
人
物
が
上
洛
し
て
き
た
な
ら
ば
、
連
絡
を
取

り
合
う
の
が
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
政
長
は
、
信
虎
と
交
渉
を

持
つ
必
然
性
も
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
関
係
は
築
い
て
い
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
況
で
、
追
放
さ
れ
て
少
数
勢
力
と
化
し
た
信
虎
と

新
た
な
交
渉
を
持
つ
こ
と
に
、
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
っ
た
か
疑
問
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
現
当
主
た
る
晴
信
と
の
交
渉
ル
ー
ト
を
塞
い
で
し
ま
う
と
い
う
意
味

で
、
リ
ス
ク
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
上
洛
し
て
き
た

信
虎
に
対
し
、
政
長
が
刀
剣
を
贈
っ
た
と
い
う
安
易
な
推
測
は
慎
み
た
い
。

信
虎
は
八
月
一
五
日
に
奈
良
を
去
る
が
、
そ
れ
か
ら
一
五
年
後
の
弘
治
四
年

（
一
五
五
八
）
か
ら
永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）
に
か
け
て
、
本
格
的
に
在
京

１０



（

）

す
る
よ
う
に
な
る
。
政
長
は
天
文
一
八
年
に
戦
没
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
ろ

の
贈
答
も
あ
り
得
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
政
長
か
ら
信
虎
へ
の
贈
答
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な

い
が
、
贈
答
が
あ
っ
た
と
い
う
明
証
は
な
く
、
む
し
ろ
否
定
的
な
材
料
の
ほ
う

が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

２

武
田
家
↓
今
川
家

武
田
信
虎
か
ら
駿
河
守
護
の
今
川
義
元
へ
の
贈
答
は
、
同
じ
守
護
層
な
の
で

あ
り
得
そ
う
な
話
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
は
も
と
も
と
対
立
し
て
お
り
、
天

文
六
年
（
一
五
三
七
）
に
信
虎
の
娘
を
義
元
の
室
と
す
る
こ
と
で
初
め
て
同
盟

を
結
ぶ
。
ゆ
え
に
、
こ
の
と
き
に
宗
三
左
文
字
を
贈
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る

（

）
が
、
こ
の
段
階
に
贈
ら
れ
た
の
な
ら
ば
、「
政
長
左
文
字
」
の
呼
称
で
定
着
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

信
虎
は
、
甲
斐
を
追
放
さ
れ
た
の
ち
に
今
川
家
へ
身
を
寄
せ
る
。
そ
の
と
き

（

）

に
持
参
し
、
義
元
に
贈
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
が
根
拠
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
義
元
へ
の
謝
礼
と
し
て
宗
三
左
文
字
を
贈
っ
た
可
能
性
を
完
全
に

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
も
そ
も
政
長
か
ら
信
虎
へ
の
贈
答
が
疑
わ

し
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
事
実
を
証
明
で
き
な
い
限
り
、
信
虎
か
ら
義
元
へ
の
贈

答
も
事
実
と
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

今
川
家
↓
織
田
家

今
川
義
元
か
ら
織
田
信
長
へ
の
所
有
者
の
変
化
は
、「
今
度
討
捕
に
、
義
元

（
普
段
）

不
断
さ
ゝ
れ
た
る
秘
蔵
の
名
誉
の
左
文
字
の
刀
め
し
上
げ
ら
れ
、
何
ヶ
度
も
き

（
普
段
）

ら
せ
ら
れ
、
信
長
不
断
さ
ゝ
せ
ら
れ
候
な
り
」
と
い
う
史
料
的
裏
付
け
が
あ

（

）
る
。
つ
ま
り
、
義
元
が
普
段
か
ら
用
い
て
い
た
左
文
字
を
、
信
長
は
何
度
も
試

し
切
り
を
し
た
う
え
で
、
普
段
か
ら
脇
に
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

た
だ
し
、【
史
料
２
】
に
掲
げ
た
義
元
左
文
字
の
金
象
嵌
銘
に
は
、
少
な
か

ら
ぬ
違
和
感
も
残
る
。
な
ぜ
な
ら
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
段
階
の
信
長
は

上
総
介
を
通
称
と
し
て
お
り
、
尾
張
守
を
用
い
る
の
は
永
禄
九
年
七
月
が
初
見

（

）

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
桶
狭
間
の
合
戦
か
ら
六
年
以
上
が
経

過
し
た
の
ち
に
、
加
工
を
施
し
た
こ
と
と
な
る
。

４

織
田
家
↓
豊
臣
家

織
田
信
長
は
、
義
元
旧
蔵
の
左
文
字
を
普
段
か
ら
用
い
て
い
た
の
で
、
天
正

一
〇
年
（
一
五
八
二
）
の
本
能
寺
の
変
で
失
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
事
実
、「
享
保
名
物
帳
」
に
も
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
だ

か
こ
の
危
難
を
乗
り
越
え
て
、
豊
臣
家
の
所
有
に
帰
し
た
と
い
う
。

こ
の
疑
念
を
晴
ら
す
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
義
元
左
文
字
を
確
保
し
て
い
た

（
豊
臣
秀
吉
）

「
松
尾
社
人
の
と
こ
ろ
か
ら
出
て
、
豊
家
へ
上
ル
」
と
い
う
「
享
保
名
物
帳
」

（

）

に
は
な
い
逸
話
も
の
ち
に
派
生
す
る
。
こ
の
逸
話
は
、【
史
料
３
】
の
ほ
か
、

（

）

一
部
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
本
能
寺
を
脱
出
し
た
経

過
が
な
お
不
明
な
た
め
、
現
代
に
な
る
と
、
本
能
寺
の
変
の
際
に
信
長
の
枕
元

に
い
た
松
尾
社
人
の
娘
が
義
元
左
文
字
を
持
っ
て
逃
げ
た
と
の
説
も
派
生
し
て

（

）

い
る
。
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い
ず
れ
の
説
も
、
具
体
的
な
発
生
の
時
期
や
経
過
ま
で
は
特
定
で
き
な
い

が
、
史
料
的
な
根
拠
は
一
切
見
出
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
説
が
重
ね
て
登
場
す

る
と
い
う
事
実
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
豊
臣
家
が
義
元
左
文
字
を
所
持
す
る
事

情
の
説
明
に
不
備
が
あ
る
と
の
意
識
が
根
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

５

豊
臣
家
↓
徳
川
家

豊
臣
秀
吉
に
仕
え
た
本
阿
弥
光
徳
が
、
秀
吉
の
蔵
刀
を
実
写
し
た
「
光
徳
刀

（

）

絵
図
」
に
は
、
義
元
左
文
字
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
秀
吉
が
こ
れ
を
所
持

し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
秀
吉
か
ら
秀
頼
に
相
続
さ
れ
た
こ
と
も
、
慶

長
六
年
（
一
六
〇
一
）
三
月
に
秀
頼
か
ら
徳
川
家
康
へ
義
元
左
文
字
が
贈
ら
れ

（

）

て
い
る
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。

た
だ
し
、「
光
徳
刀
絵
図
」
の
う
ち
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
の
石
田
本
、

文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
毛
利
本
、
文
禄
四
年
の
大
友
本
、
慶
長
五
年
の
中

村
本
（
三
矢
本
）
に
は
義
元
左
文
字
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
秀
吉
最
晩
年
の
所

蔵
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
寿
斎
本

（

）

（
岸
本
本
）
に
初
め
て
登
場
す
る
点
に
は
注
意
を
払
い
た
い
。
こ
こ
か
ら
、
義

元
左
文
字
が
秀
吉
の
蔵
刀
と
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
３
今
川
家
↓
織
田
家
と
５
豊
臣
家
↓
徳
川
家

の
伝
来
に
史
料
的
な
裏
付
け
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
享
保
名
物
帳
」
に
み
え
る

他
の
伝
来
過
程
ま
で
も
が
史
実
か
の
如
く
み
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

る
。
し
か
も
、
２
武
田
家
↓
今
川
家
の
よ
う
に
単
に
史
料
的
根
拠
が
な
い
だ
け

で
な
く
、
１
三
好
家
↓
武
田
家
や
４
織
田
家
↓
豊
臣
家
の
伝
来
で
み
た
よ
う

に
、
大
き
な
矛
盾
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、【
史
料
２
】
の
金
象
嵌
銘
も
違

和
感
の
残
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
右
の
矛
盾
点
を
ま
と
め
て

解
消
し
う
る
よ
う
な
義
元
左
文
字
の
伝
来
過
程
に
つ
い
て
、
試
案
を
提
示
す

る
。

三

伝
来
過
程
の
再
検
討

１

三
好
政
長
と
垪
和
道
祐
の
関
係

義
元
左
文
字
の
伝
来
過
程
は
、
三
好
政
長
か
ら
武
田
信
虎
へ
と
い
う
、
そ
も

そ
も
の
出
発
点
か
ら
疑
わ
し
か
っ
た
。
た
だ
し
、
宗
三
左
文
字
の
別
称
が
伝
わ

る
以
上
、
政
長
の
関
与
は
何
か
し
ら
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
贈
答
品
は
進

（

）

物
と
し
て
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
直
前
の
所
蔵
者
の
名
が
わ
ざ
わ

ざ
由
緒
と
し
て
残
る
の
は
、
義
元
左
文
字
の
よ
う
に
獲
得
の
契
機
に
特
別
な
意

味
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
本
節
で
は
、
贈
答

と
は
別
の
形
で
、
政
長
が
所
持
す
る
刀
剣
が
他
者
の
手
に
渡
っ
た
可
能
性
を
模

索
し
て
み
た
い
。

筆
者
は
以
前
、
細
川
晴
元
の
内
衆
構
造
を
分
析
し
た
際
に
、
各
地
を
転
戦
す

る
大
身
の
内
衆
と
、
晴
元
の
近
く
に
い
る
側
近
の
内
衆
が
特
定
の
組
み
合
わ
せ

で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
体
制
に
よ
っ
て
連
絡
を
密
に
し
て
い
る
こ
と
を
明

（

）

ら
か
に
し
た
。
具
体
的
に
は
、
対
外
交
渉
を
す
る
際
に
、
外
向
き
に
顔
の
利
く
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大
身
取
次
と
当
主
の
側
に
い
る
側
近
取
次
が
対
に
な
っ
て
、
対
外
勢
力
と
晴
元

と
の
間
の
交
渉
を
取
り
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
体
制
は
、
大
身
取
次
と

側
近
取
次
が
も
と
も
と
懇
意
の
関
係
に
あ
る
か
ら
こ
そ
潤
滑
に
機
能
し
て
い

た
。そ

こ
で
は
、
大
身
た
る
木
沢
長
政
・
三
好
長
慶
の
系
統
を
主
た
る
分
析
対
象

と
し
て
お
り
、
同
じ
く
大
身
の
三
好
政
長
に
つ
い
て
は
十
分
に
考
察
を
加
え
て

い
な
か
っ
た
。
義
元
左
文
字
の
伝
来
と
も
関
係
し
て
く
る
た
め
、
こ
の
点
に
つ

い
て
検
証
し
て
お
き
た
い
。

（

）

【
史
料
４
】

�
（
帯
）

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

当
所
内
龍
翔
寺
領
事
、
被
対

公
方
御
下
知
御
屋
形
様
御
下
知
、
数
年

（
三
好
政
長
）

当
知
行
処
、
三
栖
之
内
号
縄
内
、
御
違
乱
之
由
候
、
不
可
然
候
、
宗
三
へ

�

�

直
雖
可
申
候
、
先
令
申
候
、
如
先
々
可
寺
納
由
、
百
姓
中
へ
も
、
可
被
申

各
申
事
於
在
之
者
、
急
度
可
承
候
、

�

�

付
肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、

波
々
伯
部
左
衛
門
尉

九
月
廿
五
日

元
継
判

垪
和

道
祐
同

小
森
新
九
郎
殿

御
宿
所

こ
こ
で
は
、
龍
翔
寺
領
で
あ
る
三
栖
荘
の
う
ち
縄
之
内
を
小
森
新
九
郎
が
違

ほ

う

か

べ
も
と
つ
ぐ

は

が
ど
う
ゆ
う

乱
し
た
の
で
、
晴
元
側
近
の
波
々
伯
部
元
継
・
垪
和
道
祐
が
そ
れ
を
止
め
る
よ

う
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
に
、
龍
翔
寺
は
小
森
新
九
郎
の
代
官
松
本
氏

に
違
乱
を
止
め
る
よ
う
伝
え
た
と
こ
ろ
、
縄
之
内
の
支
配
は
三
好
政
長
か
ら
命

じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
よ
そ
か
ら
訴
え
ら
れ
て
も
承
引
で
き
な
い
と
回
答
し
て

（

）

き
た
。
そ
こ
で
龍
翔
寺
は
晴
元
方
へ
対
処
を
依
頼
し
た
よ
う
で
、
そ
の
結
果

（
三
好
政
長
）

【
史
料
４
】
に
み
え
る
よ
う
に
、「
宗
三
へ
直
」
に
報
告
す
る
前
に
、
あ
ら
か
じ

め
波
々
伯
部
元
継
と
垪
和
道
祐
か
ら
小
森
新
九
郎
に
違
乱
の
停
止
を
申
し
入
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
政
長
と
元
継
・
道
祐
が
、
先
述
の
大
身
と
側

近
の
対
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

（

）

【
史
料
４
】
は
、
赤
塚
家
政
を
通
じ
て
小
森
新
九
郎
に
届
け
ら
れ
た
。
と
こ

ろ
が
、
芳
し
い
返
事
は
返
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
家
政
が
報
告
し
て
き
た
の
で
、

龍
翔
寺
修
造
住
持
の
天
啓
宗
歅
は
政
長
に
対
し
、
年
貢
の
寺
納
を
代
官
衆
と
百

（

）

姓
中
に
宛
て
た
折
紙
で
命
じ
る
よ
う
一
〇
月
一
六
日
付
の
書
状
で
依
頼
し
た
。

政
長
は
折
紙
の
発
給
に
は
応
じ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
与
力
の
三
木
長
清
が
代
わ

り
に
返
状
を
送
っ
て
き
た
の
で
、
天
啓
は
改
め
て
波
々
伯
部
元
継
と
垪
和
道
祐

に
対
し
て
、
小
森
新
九
郎
の
違
乱
停
止
を
す
る
よ
う
一
〇
月
二
六
日
付
の
書
状

（

）

で
依
頼
し
た
。

刊
本
で
は
、
右
の
一
連
の
や
り
と
り
を
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
に
比
定
し

（

）

て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
一
〇
月
一
六
日
付
の
天
啓
書
状
に
「
当
春
以
来
再

興
」
と
み
え
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
龍
翔
寺
再
興
の
た
め

に
敷
地
が
用
意
さ
れ
る
の
は
天
文
八
年
夏
の
こ
と
で
、
か
つ
室
町
幕
府
か
ら
再

（

）

興
が
認
め
ら
れ
寺
領
と
敷
地
が
安
堵
さ
れ
る
の
が
翌
年
春
な
の
で
、
天
文
九
年

春
を
再
興
の
始
ま
り
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
長
が
入
道
後
の
「
宗

三
」
の
名
で
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、【
史
料
４
】
を
含
む
一
連
の
や
り
と
り
は
、

天
文
一
一
年
以
後
の
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

一
〇
月
二
六
日
付
の
天
啓
書
状
に
「
普
請
取
乱
」
と
み
え
る
こ
と
に
着
目
す

１３ 名物刀剣「義元（宗三）左文字」の虚実



る
な
ら
ば
、
再
興
の
準
備
が
始
ま
っ
た
時
期
と
、
実
際
に
工
事
が
始
ま
っ
た
時

期
に
は
開
き
が
あ
り
、「
当
春
以
来
再
興
」
と
は
後
者
を
意
味
す
る
の
で
は
な

（
天
文
一
一
年
）

い
か
と
思
わ
れ
る
。
龍
翔
寺
の
工
事
が
始
ま
っ
た
の
は
、「
正
月
十
一
作
事
始
」

と
み
え
る
よ
う
に
天
文
一
一
年
春
な
の
で
、
一
連
の
や
り
と
り
も
同
年
に
特
定

（

）

し
て
よ
か
ろ
う
。

天
文
一
一
年
に
晴
元
か
ら
離
反
し
た
木
沢
長
政
が
戦
没
し
た
こ
と
よ
っ
て
、

そ
の
一
派
も
排
除
さ
れ
、
晴
元
内
衆
は
再
編
さ
れ
る
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期

に
は
、
す
で
に
大
身
と
側
近
の
対
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
政
長
と
元
継

・
道
祐
は
早
く
か
ら
懇
意
の
関
係
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
政
長
と
道
祐
の
関
係
は
、
政
長
の
息
政
勝
（
宗
渭
）
の
代
に
至
っ

て
も
続
い
た
。

（

）

【
史
料
５
】

（
端
裏
切
封
上
書
）

「

三
好
右
衛
門
大
夫

（
墨
引
）
垪
和
道
祐

政
勝

床
下

」

竹
内
紀
伊
守
進
退
之
儀
、
此
間

久
我
殿
へ
内
々
申
入
処
、
被
成
御
心

得
、
可
有
御
対
面
之
由
ニ
候
、
従
前
篇
、
御
引
廻
之
儀
候
条
、
此
上
ニ
て

も
弥

上
等
へ
被
成
御
取
合
候
者
、
於
我
等
可
畏
入
候
、
為
其
令
啓
候
、

恐
々
謹
言
、

三
月
七
日

政
勝
（
花
押
）

こ
こ
で
は
政
勝
が
、
久
我
家
配
下
の
竹
内
氏
の
進
退
に
つ
い
て
、「
上
等
」

す
な
わ
ち
晴
元
等
へ
の
「
御
取
合
」
を
道
祐
に
対
し
て
依
頼
し
て
い
る
。
世
代

が
代
わ
っ
て
も
、
三
好
家
と
道
祐
の
取
次
関
係
は
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
を
背
景
と
し
て
、
天
文
一
八
年
に
政
長
が
戦
没
す
る
と
、

（

）

遺
品
の
天
目
茶
碗
は
道
祐
の
所
持
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

道
祐
が
所
持
す
る
刀
剣
の
な
か
に
、
政
長
の
遺
品
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も

浮
上
し
て
く
る
。

２

豊
臣
秀
吉
周
辺
に
お
け
る
改
竄

天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
段
階
の
織
田
信
長
は
、
垪
和
道
祐
旧
蔵
の
脇
差

（

）

「
左
文
字
」
と
三
好
政
長
旧
蔵
の
腰
物
「
信
国
」
を
所
持
し
て
い
る
。
こ
こ
で

の
「
左
文
字
」
は
、
脇
差
な
の
で
義
元
左
文
字
と
は
別
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

政
長
の
遺
品
が
道
祐
所
持
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
前
節
で
み
た
事
実
と
、
こ
の

二
人
が
か
つ
て
所
持
し
て
い
た
複
数
の
刀
剣
が
信
長
の
も
と
に
集
結
し
て
い
た

事
実
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

政
長
か
ら
道
祐
へ
、
そ
し
て
信
長
へ
と
伝
来
し
た
と
い
う
「
由
緒
」
を
持
つ

「
宗
三
左
文
字
」
が
存
在
し
た
可
能
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
由
緒
」
の
内

容
は
、
史
実
か
否
か
は
特
に
問
わ
な
い
。
筆
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
右
の
環

境
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
「
由
緒
」
を
銘
打
っ
た
刀
剣
は
生
じ
う
る
し
、
そ
の

「
由
緒
」
も
受
け
入
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

右
の
仮
説
を
念
頭
に
置
い
て
、
次
に
金
象
嵌
の
問
題
に
目
を
移
し
た
い
。
今

川
義
元
旧
蔵
の
「
左
文
字
」
を
信
長
が
愛
用
し
た
こ
と
は
、『
信
長
公
記
』
に

も
記
さ
れ
る
よ
う
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
所
持
す
る
こ
と
は
後

継
者
と
し
て
の
正
統
性
を
担
保
し
た
に
違
い
な
い
。
幸
か
不
幸
か
、
義
元
旧
蔵
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の
「
左
文
字
」
は
本
能
寺
の
変
に
際
し
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、

豊
臣
秀
吉
も
し
く
は
周
辺
の
人
物
が
、
信
長
旧
蔵
の
「
宗
三
左
文
字
」
に
「
義

元
左
文
字
」
の
付
加
価
値
を
つ
け
る
と
い
う
改
竄
を
加
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。信

長
が
尾
張
守
の
通
称
を
用
い
た
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
永
禄
九
年
（
一
五

六
六
）
七
月
以
降
で
、
早
く
も
永
禄
一
一
年
八
月
を
初
見
と
し
て
弾
正
忠
へ
と

（

）

改
称
し
て
い
る
。
金
象
嵌
に
対
す
る
違
和
感
は
、
上
洛
前
の
信
長
が
尾
張
守
の

呼
称
を
用
い
た
と
い
う
あ
ま
り
周
知
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
知
り
つ
つ
も
、
そ

の
始
期
ま
で
は
正
確
に
記
憶
し
て
い
な
い
者
が
、
後
世
に
な
っ
て
施
し
た
と
す

れ
ば
氷
解
す
る
。
秀
吉
は
、
そ
れ
に
該
当
す
る
人
物
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
秀

吉
の
近
く
に
い
て
、
多
く
の
刀
剣
に
金
象
嵌
を
施
し
た
人
物
と
し
て
、
本
阿
弥

光
徳
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
詳
細
は
後
考
に
期
し
た
い
が
、
関
与
し
た
可
能
性

の
あ
る
人
物
と
し
て
そ
の
名
を
あ
げ
て
お
く
。

そ
し
て
、
政
長
か
ら
道
祐
に
伝
来
し
た
と
い
う
触
れ
込
み
の
刀
剣
に
、「
義

元
左
文
字
」
と
い
う
新
た
な
由
緒
が
加
わ
っ
た
な
ら
ば
、
道
祐
か
ら
義
元
へ
伝

来
し
た
謂
わ
れ
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
天
文

一
二
年
（
一
五
四
三
）
に
上
洛
し
て
き
た
武
田
信
虎
の
号
を
、
証
如
が
「
武
田

（

）

入
道
号
無
人

斎
道
有
」
と
記
録
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
信
虎
の
娘
と
義
元
が

（

）

婚
姻
関
係
に
あ
る
事
実
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
祐
は
い
つ
し
か

「
道
有
」
つ
ま
り
信
虎
に
比
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

政
長
か
ら
信
虎
へ
と
い
う
や
や
無
理
の
あ
る
贈
答
関
係
が
生
じ
た
理
由
は
、
こ

こ
に
求
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
信
虎
が
「
道
有
」
の
号
を
用
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
程

度
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
右
の
推
測
は
成
り
立
た
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
信
虎

の
号
を
記
し
た
史
料
は
右
の
一
例
し
か
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
世
間
に
「
道
有
」

の
名
が
ど
れ
だ
け
知
れ
渡
っ
て
い
た
か
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
。
し

か
し
、
先
述
の
よ
う
に
信
虎
は
、
弘
治
四
年
（
一
五
五
八
）
か
ら
永
禄
一
〇
年

の
長
き
に
わ
た
っ
て
在
京
し
て
活
発
に
活
動
し
て
い
た
。
し
か
も
、
次
の
よ
う

な
狂
歌
が
世
間
に
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
在
京
す
る
信
虎
の
存
在
が
広
く

知
れ
渡
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（

）

【
史
料
６
】

甲
斐
国
武
田
信
虎
公
の
息
女
を
、
菊
亭
殿
へ
契
約
あ
り
し
が
、
い
ま
だ
聟

入
も
な
き
先
に
、
信
虎
公
菊
亭
殿
へ
お
は
し
け
る
時
、

聟
入
り
を
ま
だ
せ
ぬ
先
の
舅
入
り
き
く
て
い
よ
り
は
た
け
た
入
道

（

）

信
虎
の
娘
は
、
永
禄
三
年
に
菊
亭
晴
季
の
室
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
の
出
来

事
を
揶
揄
し
た
狂
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
証
拠
か
ら
、「
道
有
」
の
号
も

京
都
で
そ
れ
な
り
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
と
考
え
た
い
。

お
わ
り
に

現
在
、
建
勲
神
社
が
所
蔵
す
る
義
元
左
文
字
の
伝
来
過
程
に
つ
い
て
、
本
稿

の
結
論
の
み
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

伝
来
過
程
が
史
実
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
三
好
政
長
か
ら
垪
和
道
祐
の
手
を

経
て
伝
わ
っ
た
と
い
う
由
緒
を
持
つ
「
宗
三
左
文
字
」
が
、
織
田
信
長
の
遺
品
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の
な
か
に
存
在
し
た
。
そ
の
刀
剣
に
、
豊
臣
秀
吉
周
辺
の
人
物
が
金
象
嵌
を
施

す
こ
と
で
今
川
義
元
旧
蔵
の
左
文
字
と
い
う
由
緒
を
付
け
加
え
た
。
こ
れ
が
の

ち
に
豊
臣
家
か
ら
徳
川
家
へ
と
伝
わ
り
現
在
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、「
享
保
名
物
帳
」
の
由
緒
を
鵜
呑
み
に
す
る
現
状
へ
の
問
題
提
起

に
主
た
る
眼
目
が
あ
り
、
全
体
を
通
じ
て
試
論
の
域
を
出
な
い
こ
と
は
自
覚
し

て
い
る
。
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
「
享
保
名
物
帳
」
が
義
元
左
文
字
を
武
田

信
虎
・
今
川
義
元
の
旧
蔵
と
す
る
点
に
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、「
な
ぜ
そ
の
由
緒
を
伴
っ
て
伝
来
し
て
き

た
の
か
」
と
い
う
発
問
か
ら
刀
剣
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、
そ
の
刀
剣
周
辺
で

起
こ
っ
た
出
来
事
を
復
元
し
う
る
可
能
性
も
示
せ
た
と
思
う
。
本
稿
を
た
た
き

台
と
し
て
、
義
元
左
文
字
の
美
術
工
芸
史
的
な
再
検
討
が
な
さ
れ
る
と
と
も

に
、
刀
剣
の
由
緒
が
研
究
の
俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

注（
１
）
酒
井
元
樹
「
刀
剣
鑑
賞
の
歴
史
」（『
刀
剣
鑑
賞
の
歴
史
』
東
京
国
立
博
物
館
、

二
〇
一
七
年
）。

（
２
）
刀
剣
書
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
吉
原
弘
道
「『
銘
尽
（
龍
造
寺
本
）』
か
ら

見
え
る
中
世
刀
剣
書
の
成
立
と
そ
の
受
容
」（『
古
文
書
研
究
』
第
八
四
号
、

二
〇
一
七
年
）。
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
刀
剣
書
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、

藤
田
達
生
「
刀
剣
書
の
成
立
」（『
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
第
五
一

巻
人
文
・
社
会
科
学
、
二
〇
〇
〇
年
）
や
吉
原
弘
道
「
重
要
文
化
財
『
銘
尽

（
観
智
院
本
）』
の
復
元
と
そ
の
性
格
」（『
九
州
産
業
大
学
基
礎
教
育
セ
ン
タ

ー
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
も
あ
る
。

（
３
）
酒
井
元
樹
「
名
物
『
岡
山
藤
四
郎
』
に
つ
い
て
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
№
六

四
三
、
二
〇
一
三
年
）。
同
「
続
・
名
物
『
岡
山
藤
四
郎
』
に
つ
い
て
」（『
Ｍ

Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
№
六
七
一
、
二
〇
一
七
年
）。

（
４
）
末
兼
俊
彦
「
名
物
『
島
津
正
宗
』
に
つ
い
て
」（『
京
都
国
立
博
物
館
学
叢
』

第
三
七
号
、
二
〇
一
五
年
）。

（
５
）
川
見
典
久
「『
享
保
名
物
帳
』
の
意
義
と
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
る
刀
剣
調

査
」（『
黒
川
古
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
六
年
）。
深
井
雅
海

『
刀
剣
と
格
付
け
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

（
６
）
拙
稿
「
城
郭
由
緒
の
形
成
と
山
論
」（
拙
著
『
由
緒
・
偽
文
書
と
地
域
社
会
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）。
近
年
の
由
緒
研
究
に
つ
い

て
は
、
山
本
英
二
「
日
本
中
近
世
に
お
け
る
由
緒
論
の
総
括
と
展
望
」（
歴
史

学
研
究
会
編
『
由
緒
の
比
較
史
』
青
木
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
７
）
例
え
ば
、
織
田
信
長
が
手
を
加
え
る
前
の
今
川
義
元
が
所
持
し
て
い
た
段
階

の
義
元
左
文
字
を
復
元
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
二
〇
一
九
年
五
月
の
完
成

を
目
指
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
（『
静
岡
新
聞
』
二
〇
一
八
年
二
月
九
日
付
朝

刊
・
産
経
ニ
ュ
ー
ス
二
〇
一
八
年
九
月
四
日
付
〔h

ttps
://w
w
w
.san
kei.

com
/life/n

ew
s/180904/lif1809040023-n

1.h
tm
l

、
二
〇
一
八
年
一
〇
月

二
〇
日
閲
覧
〕）。

（
８
）
辻
本
直
男
補
注
『
図
説
刀
剣
名
物
帳
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
〇
年
）
四
二

八
頁
。
羽
皐
隠
史
『
詳
註
刀
剣
名
物
帳
』（
金
港
堂
書
籍
、
一
九
一
三
年
）
二

七
七
頁
〜
二
七
九
頁
と
も
照
合
し
た
。

（
９
）
前
者
の
事
例
は
、
前
掲
註
（
８
）
羽
皐
著
書
や
福
永
酔
剣
『
日
本
刀
大
百
科

事
典
』
第
三
巻
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）
一
四
五
頁
な
ど
。
後
者
の

事
例
は
、
渡
邉
妙
子
『
名
刀
と
日
本
人
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
一

九
五
頁
や
前
掲
註
（
５
）
深
井
著
書
二
六
頁
な
ど
。

（
１０
）
『
言
継
卿
記
』
天
文
一
四
年
一
〇
月
四
日
条
。「
享
禄
天
文
之
記
」
天
文
一
六

年
四
月
条
（
内
閣
文
庫
蔵
）。

（
１１
）
『
名
物
刀
剣
』（
公
益
財
団
法
人
佐
野
美
術
館
・
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会

徳
川
美
術
館
・
富
山
県
水
墨
美
術
館
・
財
団
法
人
根
津
美
術
館
、
二
〇
一
一

年
）
七
八
頁
や
『
京
の
か
た
な
』（
京
都
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
八
年
）
二
一

六
頁
な
ど
の
展
示
図
録
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
。

１６



（
１２
）
『
徳
川
実
紀
』
第
一
篇
三
五
八
頁
。
前
掲
註
（
８
）
羽
皐
著
書
。

（
１３
）
前
掲
註
（
１１
）
の
展
示
図
録
や
渡
邉
妙
子
『
名
刀
と
日
本
人
』（
東
京
堂
出

版
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

（
１４
）

h
ttp
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（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
〇
日
閲
覧
）。

（
１５
）
拙
稿
「
細
川
晴
元
の
取
次
と
内
衆
の
対
立
構
造
」（
拙
著
『
戦
国
期
細
川
権
力

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
二
〇
一
六
年
）。

（
１６
）
「
細
川
両
家
記
」
享
禄
五
年
条
（『
群
書
類
従
』
第
二
〇
輯
）。
政
長
の
関
連
文

書
は
、
山
下
真
理
子
「
天
文
期
山
城
国
を
め
ぐ
る
三
好
宗
三
の
動
向
」（『
地

方
史
研
究
』
三
八
六
号
、
二
〇
一
七
年
）
に
一
覧
が
掲
載
さ
れ
る
。
な
お
、

福
永
酔
剣
『
日
本
刀
大
百
科
事
典
』
第
五
巻
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）

二
八
五
頁
で
は
、
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
に
政
長
が
信
虎
に
贈
っ
た
と
の

説
を
開
陳
す
る
が
考
え
が
た
い
。
初
期
の
政
長
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
丹
波
片
山
家
文
書
と
守
護
代
内
藤
国
貞
」（『
大
阪
大
谷
大
学
歴
史
文
化
研

究
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
九
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１７
）
天
野
忠
幸
『
三
好
長
慶
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
四
四
頁
。

（
１８
）
『
天
文
日
記
』
天
文
一
二
年
六
月
二
七
日
条
。

（
１９
）
「
音
信
御
日
記
」
天
文
一
二
年
六
月
二
七
日
条
（
北
西
弘
『
一
向
一
揆
の
研

究
』
春
秋
社
、
一
九
八
一
年
）。

（
２０
）
『
天
文
日
記
』
天
文
一
二
年
七
月
三
日
条
。「
音
信
御
日
記
」
同
日
条
。

（
２１
）
『
多
聞
院
日
記
』
天
文
一
二
年
八
月
九
日
条
。

（
２２
）
「
享
禄
天
文
之
記
」
天
文
一
二
年
八
月
六
日
条
。

（
２３
）
『
天
文
日
記
』
天
文
九
年
二
月
二
七
日
条
・
三
月
二
七
日
条
・
九
月
二
日
条
・

天
文
一
〇
年
二
月
一
日
条
。「
証
如
書
札
案
」
天
文
九
年
五
五
号
（『
大
系
真

宗
史
料
』
文
書
記
録
編
四
）。

（
２４
）
丸
島
和
洋
「
甲
斐
国
追
放
後
の
武
田
信
虎
」（
柴
辻
俊
六
編
『
武
田
信
虎
の
す

べ
て
』
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
２５
）
前
掲
註
（
８
）
羽
皐
著
書
や
前
掲
註
（
１６
）
福
永
著
書
、
お
よ
び
福
永
酔
剣

『
日
本
刀
物
語

続
』（
雄
山
閣
、
一
九
六
九
年
）
九
四
頁
な
ど
。

（
２６
）
前
掲
註
（
１３
）
渡
邉
著
書
一
九
五
頁
。
同
じ
く
根
拠
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

渡
邉
氏
は
の
ち
に
、
原
蔵
者
を
三
好
政
長
で
は
な
く
三
好
長
慶
と
し
て
い
る

（
渡
邉
妙
子
・
住
麻
紀
『
日
本
刀
の
教
科
書
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年
、

二
二
六
頁
）。

（
２７
）
『
信
長
公
記
』
首
巻
。

（
２８
）
『
多
聞
院
日
記
』
永
禄
九
年
八
月
二
四
日
条
。

（
２９
）
「
徳
川
家
御
腰
物
帳
」（
飯
田
意
天
『
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
の
刀
剣
と
甲
冑
』

宮
帯
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
二
四
頁
）。「
徳
川
家
名
物
刀
目
録
」
な
る
史

料
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
と
い
う
が
（
前
掲
註
（
２５
）
福
永
著
書
九
六

頁
）、
い
ず
れ
も
原
典
に
は
あ
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
３０
）
山
本
博
文
・
堀
新
・
曽
根
勇
二
編
『
織
田
信
長
の
古
文
書
』（
柏
書
房
、
二
〇

一
六
年
）
参
考
一
号
解
説
な
ど
。

（
３１
）
前
掲
註
（
２５
）
福
永
著
書
九
六
頁
や
、
か
み
ゆ
歴
史
編
集
部
『
物
語
で
読
む

刀
剣
一
五
〇
』（
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
、
二
〇
一
五
年
）
一
一
一
頁
な
ど
。

（
３２
）
本
間
順
治
編
『
光
徳
刀
絵
図
集
成
』（
便
利
堂
、
一
九
四
三
年
）。

（
３３
）
「
豊
臣
家
御
腰
物
帳
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
蔵
）。
前
掲
註
（
１１
）『
名
物

刀
剣
』
一
六
〇
頁
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
。

（
３４
）
石
田
本
に
つ
い
て
は
、
三
嶋
青
山
「『
光
徳
刀
絵
図
』
石
田
本
に
つ
い
て
」

（『
刀
剣
と
歴
史
』
第
四
八
三
号
、
一
九
七
五
年
）
お
よ
び
飯
田
意
天
「
新
資

料
『
光
徳
刀
絵
図
』
石
田
三
成
本
を
め
ぐ
っ
て
」（
前
掲
註
（
２９
）
飯
田
著

書
）。
そ
れ
以
外
は
、
前
掲
註
（
３２
）
本
間
編
書
。

（
３５
）
桜
井
英
治
『
贈
与
の
歴
史
学
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
二
二
頁

〜
一
二
五
頁
。

（
３６
）
前
掲
註
（
１５
）
拙
稿
。

（
３７
）
『
大
徳
寺
文
書
』
二
二
四
八
号
。
以
下
の
一
件
は
、
前
掲
註
（
１６
）
山
下
論
文

も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
の
交
渉
に
お
け
る
赤
塚
家
政
の
立
場
な
ど
で
筆

者
と
は
解
釈
を
異
に
す
る
。

（
３８
）
『
大
徳
寺
文
書
』
二
三
三
〇
号
。

（
３９
）
『
大
徳
寺
文
書
』
二
二
四
九
号
。

（
４０
）
『
大
徳
寺
文
書
』
二
二
五
〇
号
。
な
お
、
天
啓
と
龍
翔
寺
の
再
興
に
つ
い
て

は
、
竹
貫
元
勝
「
龍
翔
寺
の
山
内
移
建
再
興
」（
同
『
紫
野
大
徳
寺
の
歴
史
と
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文
化
』
淡
交
社
、
二
〇
一
〇
年
）
が
詳
し
い
。

（
４１
）
『
大
徳
寺
文
書
』
三
一
九
四
号
。
三
木
長
清
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
摂

津
守
護
代
薬
師
寺
氏
の
寄
子
編
成
」（
前
掲
註
（
１５
）
拙
著
、
初
出
二
〇
一
七

年
）。

（
４２
）
前
掲
註
（
１５
）
拙
稿
の
表
２８
で
は
、
こ
の
年
次
比
定
に
従
っ
た
が
訂
正
す
る
。

（
４３
）
『
大
徳
寺
文
書
』
二
一
九
四
│
一
〜
五
号
。

（
４４
）
『
大
徳
寺
文
書
』
五
九
八
号
。
同
上
九
三
九
号
に
よ
る
と
、
天
文
一
一
年
九
月

に
作
事
費
用
を
借
用
し
て
お
り
、
工
事
が
正
月
か
ら
継
続
し
て
い
る
こ
と
も

確
認
で
き
る
。
な
お
、
天
野
忠
幸
氏
は
、
前
掲
註
（
４０
）
史
料
を
天
文
一
二

年
に
比
定
し
て
い
る
（『
戦
国
遺
文

三
好
氏
編
』
一
八
〇
号
）。
天
文
一
二

（
新
九
郎
）

年
に
三
栖
荘
の
龍
翔
寺
領
に
対
し
、「
人
夫
事
小
森
申
懸
」
け
て
い
る
の
が
そ

の
根
拠
と
思
わ
れ
る
が
（『
大
徳
寺
文
書
』
二
一
九
四
│
一
五
号
・『
戦
国
遺

文

三
好
氏
編
』
一
七
六
号
）、
天
文
一
一
年
段
階
に
は
人
夫
賦
課
の
問
題
が

ま
だ
浮
上
し
て
い
な
い
た
め
、
別
件
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
。
天
野
氏
の
年
次

比
定
に
追
随
す
る
前
掲
註
（
１６
）
山
下
論
文
は
、
前
後
す
る
前
掲
註
（
３７
）

（
３８
）（
４１
）
史
料
ま
で
も
天
文
一
二
年
の
も
の
と
し
て
い
る
が
、
訂
正
を
要

す
る
。

（
４５
）
松
雲
寺
文
書
三
一
号
（『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
）。

（
４６
）
「
宗
達
他
会
記
」
天
文
二
〇
年
八
月
六
日
条
（『
天
王
寺
屋
会
記
』
六
）。

（
４７
）
「
宗
及
他
会
記
」
天
正
八
年
二
月
二
二
日
条
（
同
右
）。

（
４８
）
成
菩
提
院
文
書
・
多
賀
神
社
文
書
（
奥
野
高
広
『
増
訂
織
田
信
長
文
書
の
研

究
』
九
六
号
・
九
七
号
）。

（
４９
）
『
天
文
日
記
』
天
文
一
二
年
七
月
三
日
条
。

（
５０
）
「
勝
山
記
」
天
文
六
年
二
月
一
〇
日
条
（『
山
梨
県
史
』
資
料
編
六
中
世
三

上
）。

（
５１
）
『
醒
睡
笑
』
上
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
六
四
年
）
巻
之
一
、
落
書
一
九
号
。

（
５２
）
『
言
継
卿
記
』
永
禄
三
年
正
月
九
日
条
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
六
日
に
実
施
さ
れ
た
大
阪
大
谷
大
学
オ
ー
プ

ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
模
擬
授
業
「『
義
元
左
文
字
』
は
信
長
の
愛
刀
か
？
」
の
内

容
に
、
若
干
の
補
足
を
加
え
て
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

１８


